
資料２第３期富士見市スポーツ推進計画骨子案

基本目標1 施策 主な取組 国の動向

子ども達がスポーツを「する」場所の充実

【KSF】市民総合体育館・運動公園の子ども登録団

体数

　231団体⇒240団体

誰もが安心・安全に、活力のあるスポーツを「する」場

所の充実

【KSF】市民総合体育館・運動公園登録団体数

　504団体⇒510団体

多目的屋外スポーツ施設の整備

【KSF】多目的屋外スポーツ施設の整備

　0件⇒1件

基本目標2 施策 主な取組 国の動向

一流選手等から学ぶ機会の創出

【KSF】一流選手等から学ぶ体験教室の開催数

　14回⇒15回

各世代のスポーツ活動機会の充実

【KSF】スポーツ協会・スポーツ推進委員連絡協議

会・市が主催のスポーツ大会等開催数

　49回⇒51回

多様な人々がスポーツを楽しむ機会の充実

【KSF】障がい者スポーツ体験教室等の開催数

　3回⇒5回

基本目標3 施策 主な取組 国の動向

スポーツ観戦による交流とにぎわいの創出
大会誘致等によるスポーツ活動・地域・交流・シティ

セールスの充実

【KPI】スポーツを会場等で観戦したことがある市民の

割合

33.9%⇒41.0%

【KSF】大会誘致競技数

　5競技⇒6競技

基本目標4 施策 主な取組 国の動向

スポーツを支える人材・団体等への総合的な支援に

よるつながりの創出

【KSF】イベント、大会等に派遣された富士見TOPサ

ポーター2020⁺の人数

　延べ32人⇒延べ40人

競技スポーツ向上者への支援や指導者の育成

【KSF】奨励金の交付件数

　111件⇒120件

「レスリングのまち富士見市」の推進

【KSF】レスリングの全国規模の大会等の実施回数

　3大会⇒4大会

黒色は、第２期基本計画に記載しているものです。

青色は国や県の動向を反映・対応しているものです。

赤色はアンケート調査結果を反映・対応しているものです。

①一流のプレーを観戦する機会の充実（大会実施の誘致

活動）(2-1)

②本市にゆかりのあるスポーツ選手や団体と連 携したPR活

動(4-2)

③広報等による宣伝活動の充実

④大会参加者に対するシティセールス(4-4)

スポーツを支えるつながりの裾野の拡大

①補助金等の交付

②スポーツ協会・スポーツ推進委員連絡協議会等のスポーツ

関係団体との連携(4-1)

3大会等の会場優先確保

④富士見TOPサポーター2020⁺の拡大(2-4)

⑤総合型地域スポーツクラブの支援と連携（2-3）

【スポーツ基本法改正のポイント】

・部活動の地域展開をはじめとした発達段階に応じ

たスポーツの推進

①奨励金等の交付・広報等でのPR等(4-1、4-2)
【スポーツ基本法改正のポイント】

・暴力等の防止

【KPI】スポーツに関するボランティア活動参加率

17.4％⇒23.0％

レスリング大会の周知等を通じた愛好者の増加(4-3)

誰もが生涯にわたりスポーツを楽しむ機会の充実

①体験教室等の実施(2-1)

②子どもスポーツ大学の実施

③アスリート（指導者）派遣事業

④実施周知の充実

①スポーツ協会・スポーツ推進員連絡協議会との協働による

地域スポーツの推進

②健康増進スポーツ大会・市民スポーツ大会の開催

③スポーツ・レクリエーションを通じた市民交流の促進(1-

1、2-1)

④実施周知の充実(3-3)

⑤子どもスポーツ大学の実施

⑥体験教室の実施

⑦身近な場所で手軽に取り組める活動の啓発等(1-1)

⑧親子で参加しやすいイベントやスポーツ教室等の充実

(2-2)

⑨スポーツ健康イベントの開催(1-1)

【第４期計画のポイント】

・ライフステージ(特に、こどもや子育て・働き盛り世

代（20代～50代））の課題に着目したアプロー

チの推進

・各ライフステージの取組がその後のライフステージ

にも影響を与えていくことを念頭においたシームレス

な取組が重要

【KPI】

スポーツ大会・スポーツイベントへの参加率

24.3％⇒26.7％ ①障がい者向けスポーツイベント・体験教室の 開催

②障がい者への理解・協力の推進

③障がい者スポーツ活動の支援

④実施周知の充実(1-2、2-4)

【第４期計画のポイント】

・女性の体力・健康向上のための環境整備とスポー

ツ実施の促進

・ 障害のある者のスポーツ機会の充実

【スポーツ基本法改正のポイント】

・多様な需要に応じたスポーツを楽しむ機会等の確

保（スポーツホスピタリティ）

誰もが気軽にスポーツに親しめる環境整備

①学校体育施設事業充実(3-3）

②スポーツ施設維持管理充実

③屋外スポーツ施設整備・機能拡充

①学校体育施設事業充実(3-3）

②スポーツ施設維持管理充実(3-1）

③屋外スポーツ施設整備・機能拡充

④スポーツ施設のバリアフリー化の充実(3-1）

⑤スポーツ施設に関する情報の効果的な提供(3-2,3-

3）

【スポーツ基本法改正のポイント】

・まちづくりと一体的なスポーツ施設の整備等

・スポーツの事故防止に係るスポーツ実施のための

環境整備及び気候変動への対応についての留意

・スポーツの推進に寄与する情報通信技術の活用

のための環境整備

【KPI】週1回以上のスポーツをする人の割合

34.2％⇒43.0％


